
 

 

 

 

令和５年度健康福祉局組織改正について 
 

１ 概 要 

〇 県民が安心して生活できる社会の確立に向けて、新型コロナの感染制御・療養調整業務を通じた、

ウィズコロナの保健・医療提供体制を確保するとともに、感染症法の改正に伴う県の感染症予防計

画の改定など、感染症全般への対策を進めるための体制を整備した。 

〇 「高度医療・人材育成拠点基本構想」の実現に向けて、新病院に必要な医療機能、施設設備等の

検討や広島都市圏における医療機関の再編を進めるため、「医療機能強化推進課」を新設した。 

 

２ 改正内容 

令和４年度 令和５年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉局 

健康福祉局 

資   料 No.1  

総括官（健康危機管理） 健康危機管理担当部長 

医療機能強化担当部長 

ワクチン政策担当 

・新型コロナワクチンの接種推進 

・新型コロナワクチンの需給調整 

 

医療機能強化担当 

・医療機能の強化に係る検討 

・高度医療・人材拠点基本構想の策定 

新型コロナウイルス感染症対策担当 

・搬送・入院調整 

・医療提供体制確保 

医療機能強化推進課 

・基本計画の策定 

・新病院の医療機能、施設設備等の検討 

・広島都市圏における医療機関の再編整理 

【新設】 

令和５年５月 29日 
課 名 健康福祉局健康福祉総務課 
担当者 課長 斉藤 
内 線 3020 

総括官（子供未来応援） 

総括官（医療介護） 

総括官（医療機能強化） 

総括官（地域共生社会推進） 

政策監（感染症対策） 

新型コロナウイルス感染症対策担当

担当 
・新型コロナ対処方針、情報分析、医療提供体制確保 

感染拡大防止担当監 

感染症対策担当監 

子供未来応援担当部長 

地域共生社会推進担当部長 

医療介護担当部長 

（改称） 

（改称） 

（改称） 

（改称） 

（改称） 

・感染拡大防止対策 

・感染症対策一般 

・疫学調査総括 

・搬送・入院調整 

医療体制調整担当監 

・情報分析、感染拡大防止対策 

・感染症法改正対応 

・感染症対策一般 

・ワクチン接種推進 

【改称】 

（廃止） 

【新設】 

（薬務課へ） 


